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石川県告示第248号

いしかわ子ども総合条例 (平成19年石川県条例第18号) 第41条第１項の規定により､ 次の興行を青少年に有害なも

のとして指定した｡

平成23年５月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 有害興行

平成 23 年５月 31 日 (火曜日) 第１２３９４号石 川 県 公 報 1

規 則

石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 三 年 五 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 二 十 一 号

石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 ( 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 � の 部 中 ｢1.10パ ー
セント｣ を ｢1.05パ

ー
セント｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 第 二 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 行 う 資 金 の 貸 付 け か ら 適 用 し 、 同 日 前 に 貸 付 け を 行 っ た

資 金 の 貸 付 利 率 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

告 示

興行の種類 興 行 名 配 給 会 社 名

映 画 ドリーム・ホーム (原題) DREAM HOME ユナイテッドエンタテインメント

〃 Yes, I do ～ふたりの距離～ エ ド ニ ス

〃 Loved Body ～愛される身体を楽しむ方法～ 〃

〃 愛の新世界 オデッサ・エンタテインメント

〃 発情花嫁 おねだりは後ろから オ ー ピ ー 映 画

〃 母娘 (秘) 痴情 快感メロメロ 〃

〃 恋の罪 日 活

〃 Love ISM ～愛のレッスン愛のレクチャー～ エ ド ニ ス

平成 23 年 ５ 月 31 日

第 １２３９４ 号 (火曜日)

毎 週 ２ 回 火 曜 金 曜 発 行

規 則
○石川県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する
規則 (経営支援課) 1

告 示
○青少年に有害な興行の指定 (少子化対策監室) 1
○青少年に有害な図書等の指定 ( 同 ) 2

○一般競争入札の落札者等 (水道企業課) 2
○保安林の指定施業要件の変更 (森林管理課) 3
○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認
定 (水 産 課) 4

公 告
○土地改良区の定款変更認可公告 (経営対策課) 4



２ 指定の理由

内容の全部又は一部が､ 著しく青少年の性的感情を刺激し､ 又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し､

若しくは助長し､ その健全な育成を阻害するおそれのあるものである｡

３ 指定年月日

平成23年４月20日

石川県告示第249号

いしかわ子ども総合条例 (平成19年石川県条例第18号) 第42条第１項の規定により､ 次の図書等を青少年に有害な

ものとして指定した｡

平成23年５月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 有害図書等

付記

ナンバーとは､ 月刊誌及び単行本にあっては雑誌ナンバーをいう｡

２ 指定の理由

内容の全部又は一部が､ 著しく青少年の性的感情を刺激し､ 又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し､

若しくは助長し､ その健全な育成を阻害するおそれのあるものである｡

３ 指定年月日

平成23年４月20日

石川県告示第250号

ＷＴＯ (世界貿易機関) に基づく政府調達に関する協定 (平成７年条約第23号) の適用を受ける特定調達契約につ

き､ 一般競争入札の落札者を決定したので､ 次のとおり落札者等について告示する｡

平成23年５月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 落札に係る物品等の名称､ 予定数量及び調達方法

水道用ポリ塩化アルミニウム (ＪＷＷＡ Ｋ－154：2005 塩基度55パーセントから65パーセントまで｡ ただし､

平成23年12月から平成24年２月までの購入分は､ 塩基度58パーセントから65パーセントまでとする｡)

平成 23 年５月 31 日 (火曜日) 第１２３９４号石 川 県 公 報2

〃 Loveing ～２人の未来～ 〃

〃 白昼の人妻 犯られる巨乳 オ ー ピ ー 映 画

〃 淫虐令嬢 吸いつく舌 〃

〃 新妻の寝室 身悶え飼育 〃

図書等の種類 図 書 等 名
( ナ ン バ ー ) 発 行 所 名

月 刊 誌
シティヘブン北陸版 2011年４月号

(０４３３３－０４)
㈱ダブリュエスコーポレーション

〃
シティヘブン北陸版 2011年５月号

(０４３３３－０５)
〃

〃
ＮａｉＮａｉプレス北陸 2011年４月号

(０６８０５－０４)
電 王 堂 出 版 ㈱

〃
ＮａｉＮａｉプレス北陸 2011年５月号

(０６８０５－０５)
〃

隔 月 刊 誌
Ｆｕ－Ｄ 2011年５月号

(８６６６５－０５)
㈱ ザ ウ ス マ ガ ジ ン 社

〃
ＤＯＭ 2011年４月号

(８６６６３－０４)
〃



950,000キログラム 購入

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

石川県手取川水道事務所庶務課

白山市白山町336番地

３ 落札者を決定した日

平成23年３月28日

４ 落札者の名称及び所在地

笹谷商事株式会社

七尾市寿町112番地17

５ 落札金額

32.55円 (１キログラム当たりの単価)

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成23年２月４日

石川県告示第251号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定により､ 次のとおり保安林の指定施業要件を変更する｡

平成23年５月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

白山市 (次の図に示す部分に限る｡)

２ 保安林として指定された目的

なだれの防止

３ 変更後の指定施業要件� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する｡

イ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡� 立木の伐採の限度

次のとおりとする｡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

白山市 (次の図に示す部分に限る｡)

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

３ 変更後の指定施業要件� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する｡

イ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡� 立木の伐採の限度

次のとおりとする｡

(｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その図面及び関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び白山市役所

に備え置いて縦覧に供する｡)

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

羽咋郡宝達志水町 (次の図に示す部分に限る｡)

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

平成 23 年５月 31 日 (火曜日) 第１２３９４号石 川 県 公 報 3



３ 変更後の指定施業要件� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

(｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その図面及び関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び宝達志水町

役場に備え置いて縦覧に供する｡)

石川県告示第252号

漁業災害補償法 (昭和39年法律第158号) 第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届

出を審査した結果､ 次の加入区について同法第108条第２項の規定による同意があったものと認める｡

平成23年５月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

加賀加入区� 発起人の住所及び氏名

加賀市田尻町浜山２番地47 大井 良雄

加賀市小塩町コ65番地 彦野 幸雄� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧加賀市漁業協同組合の地区� 区分

橋立町､ 小塩町､ 田尻町地区に住所を有する者が､ 総トン数10トン未満の漁船により主としてごち網又は底び

き網を使用して営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成23年４月28日

土地改良区の定款変更認可公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第30条第２項の規定により､ 次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した｡

平成23年５月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

平成 23 年５月 31 日 (火曜日) 第１２３９４号石 川 県 公 報4

公 告

土 地 改 良 区 の 名 称 認 可 年 月 日

手 取 川 七 ヶ 用 水 土 地 改 良 区 平 成 23 年 ５ 月 24 日

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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